
上天草市地域公共交通活性化協議会役員の選任について 

 

上天草市地域公共交通活性化協議会には次の役員を置く必要があり、上天草

市地域公共交通活性化協議会規約第７条第２規定の規定より、委員の中から選

任するもの。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 １名 

（３）監 事 ２名 

 

任期 令和４年６月２４日～令和６年６月２３日 

役職名 役員職名 氏名 

会 長   

副会長   

監 事 

  

  

 

 

 

（参考） 

任期 令和２年６月１６日～令和４年３月３１日 

役職名 役員職名 氏名 

会 長 
熊本大学大学院 

先端科学研究部 教授 
柿本 竜治 

副会長 上天草市企画政策部長 花房 博 

監 事 

上天草市区長連合会副会長 
阿村・教良木河内支部代表理事 

森﨑 明廣 

上天草市区長連合会副会長 

姫戸支部代表理事 
山下 幸盛 

 

議案第１号 
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上天草市地域公共交通活性化協議会規約の一部改正について 

 

１ 背景 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）の改正

が平成２６年１１月２０日に施行され、地域公共交通の現状・問題点、課題の整理

を踏まえて、公共交通ネットワーク全体を一体的に形づくり、持続させることを目

的に、地域全体の公共交通のあり方、市民、交通事業者及び行政の役割を定める「地

域公共交通網形成計画」の策定ができることになった。その後、令和２年１１月２

７日に施行された「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取り組みを推進

するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」

に基づき、「地域公共交通網形成計画」は「地域公共交通計画」と名称変更された。

地域公共交通計画は、鉄道や路線バス等の公共交通を中心に地域の輸送資源を総動

員して移動ニーズに対応する取組を促すための計画であり、策定が努力義務化とさ

れた。 

このことを踏まえ、市では、上天草市地域公共交通網形成計画が本年度をもって

期間満了を迎えることから、地域公共交通計画を策定する必要がある。 

そのため、上天草市地域公共交通活性化協議会規約の一部を改正するもの。 

 

２ 改正の内容 

（１）目的及び事業に係る計画の名称を改める。（第１条及び３条関係） 

（２）事務局の所属部を改める。（第１２条関係） 

 

３ 施行期日 

令和４年７月１日 

 

【参考】 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成１９年法律第５９号) 

（地域公共交通計画） 

第５条 地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で

又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内につい

て、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため

の計画（以下「地域公共交通計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 

２～１３ （略） 

（協議会） 

第６条 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要

な協議を行うための協議会（以下この章において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１） 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体 

（２） 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする

事業を実施すると見込まれる者 

（３） 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と

認める者 

３～７ （略）  

議案第２号 
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９
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。
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３
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上天草市地域公共交通活性化協議会規約 

 

 

（目的） 

第１条 上天草市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条

第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の作成に関する

協議及び交通計画に基づく事業の実施に係る連絡調整を行うものとする。 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、熊本県上天草市大矢野町上 1514 番地上天草市役所大矢野庁舎

内に置く。 

（事業） 

第３条 協議会は、次に掲げる事業を行う。 

 （１）交通計画の作成又は変更の協議に関すること。 

 （２）交通計画に基づく事業の実施に係る連絡調整に関すること。 

 （３）さんぱーるバスターミナルの維持管理に関すること。 

 （４）前３号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと。 

（協議会の委員） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。 

（１）上天草市長又はその指名する者 

（２）国土交通省九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者 

（３）当市において事業を営む一般乗合旅客自動車運送事業者 

（４）当市において事業を営む一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車

運送事業者の代表者 

（５）第３号及び前号の事業者が組織する団体の代表者又はその指名する者 

（６）当市において事業を営む一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組

織する団体 

（７）住民及び利用者の代表 

（８）道路管理者、警察署、学識経験者その他協議会が必要と認める者 

２ 協議会にアドバイザー等を置き、助言等を求めることができる。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（届出） 

第６条 委員は、その氏名及び住所（委員が団体の場合については、その名称、所在地及

び代表者の氏名）に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければな

らない。 

（役員の定数及び選任） 

第７条 協議会に次の役員を置く。 

 （１）会 長 １名 
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 （２）副会長 １名 

 （３）監 事 ２名 

２ 前項の役員は、第４条第１項の委員の中から協議会の会議（以下「会議」という。）に

おいて選任する。 

（役員の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けた

ときはその職務を行う。 

（会議） 

第９条 会議は、会長が召集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の協議に当たっては、関係者間の合意形成を目指して、十分議論を尽くして行う

ものとし、議決の方法は、出席者の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数

のときは、議長がこれを決する。 

４ 会議は原則公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営

に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

５ 協議会は、必要があると認められるときは、会員以外の者に対して、資料を提出させ、

又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

６ 第２項から前項までに定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

（協議結果の尊重義務） 

第 10 条 協議会で協議が整った事項については、協議会の委員はその協議結果を尊重する

ものとする。 

（幹事会） 

第 11 条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に

幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（分科会） 

第 12 条 第３条各号に掲げる事項については、専門的な調査、検討を行うため、必要に応

じ幹事会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第 13 条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、上天草市企画政策部企画政策課に置く。 

３ 事務局に事務局長を置き、企画政策部企画政策課長がこれに充たる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

５ 協議会の庶務は、事務局長が総括し処理する。 

（業務の執行） 

第 14 条 協議会の業務執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に

掲げる規程による。 
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 （１）上天草市地域公共交通活性化協議会事務局規程 

 （２）上天草市地域公共交通活性化協議会財務規程（以下「財務規程」という。） 

（経費の負担） 

第 15 条 協議会の運営に要する経費は、補助金、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

（事業年度） 

第 16 条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

（資金の取扱い） 

第 17 条 協議会の資金の取扱方法は、財務規程で定める。 

（監査） 

第 18 条 監事は、協議会の会計監査を行う。 

２ 監事は、会計監査の結果を会長に報告しなければならない。 

（財務に関する事項） 

第 19 条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

（報酬及び費用弁償） 

第 20 条 会議に出席した委員等は、当該会議へ出席したときは、報酬及び費用の弁償を受

けることができる。ただし、これに代わる対価を別に得ている者については、この限り

でない。 

２ 前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等は、上天草市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 16 年３月 31 日条例第 33 号）に準ずる。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第 21 条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長

であった者がこれを決算する。 

（委任） 

第 22 条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

附則 

１ この規約は、平成 24 年３月 27 日から施行する。 

２ 協議会の設立初年度の委員の任期については、第５条第１項の規程にかかわらず、  

平成 25 年８月 14 日までとする。 

３ 協議会の設立初年度の会計年度については、第 17 条の規定にかかわらず、この規約の

施行の日から平成 25 年３月 31 日までとする。 

  

  附則 

１ この規約は、平成 29 年６月 23 日から施行する。 

 

  附則 

１ この規約は、令和４年 月  日から施行する。   
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タ
ー

プ
ラ
ン
で
あ
る

こ
と
。

国
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
法
定
協
議
会
を
開
催
し
、
交
通
事
業
者
や

地
域

の
関
係
者

等
と

協
議
を
行
い
、

作
成
す
る
こ
と

。

従
来
の
バ
ス
な
ど
の
既
存
の
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
を
最
大
限
に
活
用
し

た
上

で
、
必
要

に
応

じ
、
地
域
の
多

様
な
輸
送
資
源

も
活
用
す
る
取
組
を
盛
り
込
む
こ
と
。

最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
。

法
改
正
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令和３年度上天草市地域公共交通網形成計画記載事業の事業評価について 

 
 平成３０年３月に策定した上天草市地域公共交通網形成計画（以下「形成計画」と

いう。）に基づく事業について、令和３年度中における事業の実施状況及び効果、改善

の方向性等の検証を実施するため、評価シートを作成しました。 
 
１ 形成計画に掲げる課題解決に向けた基本方針 

（１） 持続可能な地域公共交通網の形成 
（２） ターゲットや役割分担を明確にした地域公共交通体系の構築 
（３） 地域公共交通の利用促進及び需要創発 
（４） 市民と一体となり持続可能な地域公共交通に関する仕組みの構築 

 
２ 形成計画に掲げる課題解決に向けた目標 

（１） 地域公共交通の維持・確保 
（２） 地域資源を活用した地域公共交通の導入 
（３） 新たな地域公共交通の導入 
（４） 地域公共交通に対する市民の意識改善 
（５） 観光客などの地域公共交通の利便性向上 
（６） 地域公共交通に関する新たな仕組みづくり 

 
３ 目標に係る評価指標及び評価方法 

目標 評価指標 評価時期・評価方法 

（１） 

① 路線バスの年

間利用者数 

【評価時期】毎年 

【評価方法】路線バスの年間利用者数について毎年状

況を確認し、事業実施の効果及び改善策等について

検討します。 

② 路線バスに係

る年間赤字補て

ん額 

【評価時期】毎年 

【評価方法】路線バスに係る年間赤字補てん額につい

て毎年状況を確認し、事業実施の効果及び改善策等

について検討します。 

③ 乗合タクシー

の年間利用者数 

【評価時期】毎年 

【評価方法】乗合タクシーの年間利用者数について毎

年状況を確認し、事業実施の効果及び改善策等につ

いて検討します。 

④ 乗合タクシー

の収支率 

【評価時期】毎年 

【評価方法】乗合タクシーの収支率について毎年状況

を確認し、事業実施の効果及び改善策等について検

討します。 

（２） 

① スクールバス

と路線バス等が

連携した新たな

地域公共交通の

導入地域数 

【評価時期】毎年 

【評価方法】導入地域数に加え、新たな地域公共交通

の利用者の声を整理し、事業実施の効果及び改善策

等について検討します。 

（３） 
① 新たな地域公

共交通の導入地

【評価時期】令和 4年度 

【評価方法】新たな地域公共交通の導入地域数・内容

議案第４号 
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域数 を踏まえ、今後の導入可能性について検討します。 

（４） 

① 地域公共交通

座談会の実施件

数 

【評価時期】毎年 

【評価方法】座談会の実施件数・内容を踏まえ、参加

者の声を整理するとともに、高齢者運転免許証自主

返納者数の状況も整理し、事業実施の効果及び改善

策等について検討します。 

② 市役所職員を

対象としたノーマ

イカーデーの実施

件数 

【評価時期】毎年 

【評価方法】ノーマイカーデーの実施件数・内容に加

え、参加率や参加者の声等を整理し、事業実施の効

果及び改善策等について検討します。 

（５） 

① 路線バスを活

用した観光施策の

件数 

【評価時期】毎年 

【評価方法】路線バスを活用した観光施策の件数・内

容に加え、観光客（利用者）の声を整理し、事業実

施の効果及び改善策等について検討します。 

（６） 

① 地域と連携し

た利用促進の実施

件数 

【評価時期】毎年 

【評価方法】地域と連携した利用促進の実施件数・内

容に加え、地域の声や利用者の評価等を整理し、事

業実施の効果及び改善策等について検討します。 

 
４ 事業評価シートの記載項目 

（１） 基本方針 
   形成計画で定める 4 つの方針を記載 
 
（２） 目標 
   形成計画で定める 6 つの目標を記載 
 
（３） 評価指標 
   形成計画で定める目標毎の評価指標を全て記載 
 
（４） 事業概要 
   令和３年度中に実施した事業の概要を記載 
 
（５） 実施主体 
   形成計画で定める事業毎の実施主体を全て記載 
 
（６） 事業評価 
   以下の項目について、事業評価を記載 
  ア 事業実施の適切性 （Ａ適切であった Ｂ概ね適切であった Ｃ適切でない 

－評価不能） 
  イ 目標・効果達成状況（Ａ目標達成 Ｂ概ね目標達成 Ｃ未達成 －評価不能） 
  ウ 主な取組 
  エ 事業の今後の改善点 
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５ 事業評価シート 

項目１ 

基本方針 記「１（１）」 持続可能な地域公共交通網の形成（路線バス） 

目標 記「２（１）」 地域公共交通の維持・確保 

評価指標 
①  路線バスの年間利用者数     165,038 人 
②  路線バスの年間赤字補てん額  94,578 千円 

事業概要 
さんぱーるバス停留所を拠点とし、主に上島地域において路線バスの運

行区間や経路等の見直しを行う。併せて、各種拠点における地域公共交通

相互の乗換情報提供や接続ダイヤの強化など、連携強化を図るもの。 

実施主体 上天草市（コミュニティバス）、産交バス（一般路線バス）、地域住民 

事業実施の 
適切性 

Ｂ 
上島地域における路線バスの利用状況を踏まえ、運行区間などの

見直しを検討している。また、年末年始のダイヤ変更など、運行の

効率化及び利便性の向上を図っている。 

目標・効果 
達成状況 

Ｃ 

① 年間利用者数について、令和 3 年度は 121,821 人となり、指標

と比べると 43,835 人（指標比 73.5％）少なかった。前年度と同

様、新型コロナウイルス感染症の影響等が一因として考えられ

るが、令和 2 年度の実績と比べても、利用者が 4,605 人（前年

比 96.4％）減少しており、目標未達成であった。 

② 年間赤字補てん額について、令和 3 年度実績 114,998 千円で、

指標と比べると 20,420 千円（指標比 121.6％）の増、前年度と

比べると 607 千円（前年比 100.5％）の増となった。これは、利

用者の低迷による運賃収入が減少したものの、前年度に引き続

き熊本県公共交通応援金の補助があったこと、また、令和 2 年

4 月からの上島再編にかかる路線バスの減便等ダイヤ見直しに

よる経常費用の減少により、前年度からほぼ横ばいの赤字補て

んとなったが、目標未達成であった。 

主な取組 

【路線バス】 
令和 5 年 10 月 1 日から利用者の利便性向上及び効率的な運行を実施す

るため、市内 12 路線の廃止又は減便と、その代替交通（乗合タクシーの導

入）について検討を開始。 
【バス利用促進策】 
・免許返納者に交通系 IC カード「くまモンの IC カード」の無料配付。（令

和 3 年度申請交付件数 58 件） 

事業の今後の 
改善点 

・乗合タクシー、JR、湯島定期船等多様な交通形態との乗継利便性の向上

を目指し、ダイヤ改正を適宜行うなどバスの利用促進を図る。 
・上島地域におけるバス路線網についても、新たな公共交通形態に替える

など、再編に向けた見直しを実施していく必要がある。 
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項目２ 

基本方針 記「１（１）」 持続可能な地域公共交通網の形成（乗合タクシー） 
目標 記「２（１）」 地域公共交通の維持・確保 

評価指標 
① 乗合タクシーの年間利用者数  8,890 人 
② 乗合タクシーの収支率     33.0％ 

事業概要 
さんぱーるバス停留所を拠点とし、主に上島地域において路線バスの運

行区間や経路等の見直しを行う。併せて、各種拠点における地域公共交通相

互の乗換情報提供や接続ダイヤの強化など、連携強化を図るもの。 

実施主体 
上天草市、交通事業者（協和タクシー、藤川タクシー、柳タクシー、松島タ

クシー、上天草ライン）、地域住民 

事業実施の 
適切性 

Ｂ 
上島地域における路線バスの運行区間などの見直しと併せて、乗

合タクシーの導入の可否について検討している。また、運行地区の

実状に応じ、ダイヤ又は乗降所の見直しを行っている。 

目標・効果 
達成状況 

Ｂ 

① 年間利用者数については、令和 3年度は 9,867 人となり、指標と

比べると 977 人（指標比 111.0％）多かったが、前年度と比べる

と 519 人（前年比 95.0％）の減となった。地区別の利用状況に

ついては、下表のとおり。乗合タクシーにおいても、路線バスと

同様、新型コロナウイルスの影響を少なからず受けており、目標

は達成しているが、利用者が大きく増加することはなかった。 

地区 利用者 前年度比 収支率 

維和 A地区 849 人 102.3％ 22.3％ 

維和 B地区 1,149 人 115.0％ 24.4％ 

長砂連・野米地区 3,321 人 92.8％ 30.3％ 

白涛・東満地区 266 人 96.4％ 21.3％ 

夏・唐地区 264 人 64.5％ 18.8％ 

大作山地区 62 人 124.0％ 21.2％ 

樋島地区 3,953 人 93.5％ 39.6％ 

樋合地区 3 人 21.4％ 22.5％ 

② 全体の収支率については、令和 3 年度実績は 29.2％で、指標と

比べると 3.8％下回り、前年度と比べると 0.6％減少した。地区

別の収支率については、一部地区では前年度を上回ったものの、

多くの地区において前年度を下回っていたことから、その結果目

標未達成であった。 

主な取組 

【樋合地区】 
・令和 3 年 6 月、利用促進を図るためのチラシを全戸配布。 
・ダイヤの改正及び目的地の追加等の運行内容の見直し（令和 3 年 12 月 1
日～）。 

【龍ヶ岳地区】 
・乗降所の追加（令和 3 年 12 月 1 日～）。 

事業の今後

の改善点 

・路線バス、JR、湯島定期船等の多様な交通形態との乗継利便性の向上を

目指し、ダイヤ改正を適宜行うなど、乗合タクシーの利用促進を図る。 
・地区単位での収支率及び乗合率の改善を図るための利用促進策の検討・

計画・実施を行う必要がある。また、各地区への周知チラシの配布など、

効果的な情報発信を行う。 
・免許返納者に対し、交通系ＩＣカードを配付し路線バスの利用促進を図

っているが、乗合タクシーには利用促進策がないため、その方策（制度設

計）について検討する。 
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項目３ 

基本方針 記「１（２）」ターゲットや役割分担を明確にした地域公共交通体系の構築 

目標 記「２（２）」地域資源を活用した地域公共交通の導入 

評価指標 
スクールバスと路線バス等が連携した新たな地域公共交通の導入地域数  

1 地域（令和３年度） 
※目標値（令和 4 年度） 3 地域 

事業概要 
 各交通資源の役割分担を考慮し、スクールバスが運行している地域にお

いて、スクールバスへの混乗又は空き時間での活用、更には路線バスを活

用したスクールバスとしての機能確保などについて取り組むもの。 

実施主体 
上天草市、交通事業者（産交バス、協和タクシー、松島タクシー、姫戸タ

クシー、上天草ライン）、地域住民、関係機関 

事業実施の 
適切性 

Ｃ 
スクールバスの活用に当たっては、混乗に係るセキュリティなど

の課題を整理する必要があるが、その整理が十分行えず、スクール

バスの所管課との協議まで至らなかった。 

目標・効果 
達成状況 

Ｃ 
1 地域の導入を目標としていたが、課題整理に多くの期間を要し

ていることから、目標未達成であった。 

主な取組 
 スクールバスの運行状況と路線バスの運行状況を見比べ、運行時間及び

運行ルートなどにおける重複部分の確認を行っている。 

事業の今後の 
改善点 

・当初、想定している導入地区については、大矢野町上地区を想定してお

り、教育委員会と協議した上で、学校、保護者、交通事業者等との調整

が必要である。 
・導入地区に応じて需要に対する適切なサービス水準（運行日、運行本数・

時間帯など）を検討する必要がある。 
・既存の地域公共交通で提供していたサービスを確保・維持しつつ、地区

の需要に応じた柔軟かつ効率的な運行が可能かを検証する必要がある。 
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項目４ 

基本方針 記「１（２）」ターゲットや役割分担を明確にした地域公共交通体系の構築 

目標 記「２（３）」 新たな地域公共交通の導入 

評価指標 
新たな地域公共交通の導入地域数 1 地域（令和３年度） 
 ※目標値（令和 4 年度） 1 地域 

事業概要 
 客貸混載事業などをはじめとする地域公共交通に関する技術的・制度的

な動向を踏まえ、人流と物流の観点から過疎地域の高齢者やターゲットに

応じた新たな地域公共交通の導入を目指すもの。 

実施主体 上天草市、交通事業者、交通管理者、道路管理者、地域住民、関係機関 

事業実施の 
適切性 

Ａ 
過疎地域の高齢者等をターゲットに絞り、新たな地域公共交通と

して、自家用有償旅客運送の実証運行を実施している。 

目標・効果 
達成状況 

Ａ 

教良木河内地区において、教良木河内活性化協議会が実施主体と

なって、自家用有償旅客運送の実証運行を実施。実施後、自家用有

償旅客運送の導入の可否、公共交通の需要及び配車システムの有用

性の検証を行っている。 

主な取組 

・教良木河内地区における自家用有償旅客運送の実証運行の実施（R3.8 月

～10 月）。 
・運行結果を基に、自家用有償旅客運送の導入の可否などについて検証。 
・路線バスの代替となる地域公共交通の導入に向けて、産交バス株式会社

及びタクシー事業者との協議を実施。 

事業の今後の 
改善点 

路線バスの利用状況及び自家用有償旅客運送の実証運行の検証結果を基

に、教良木河内地区における最適な運行形態等を検討する必要がある。 
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項目５ 

基本方針 記「１（３）」 地域公共交通の利用促進及び需要創発 

目標 記「２（４）」 地域公共交通に対する市民の意識改善 

評価指標 
① 地域公共交通座談会の実施件数 年 4 回 
② 市役所職員を対象としたノーマイカーデーの実施件数 週 1回 

③ 地域公共交通だよりの発行 年 2～3回 

事業概要 

① 保育園児、小学生、高齢者等を対象に、地域公共交通に対する意識啓

発を目的とした座談会を実施するもの。併せて、地域公共交通利用体験

ツアーなど、地域公共交通を利用する機会を設けるもの。 

② 市全体の事業所などを対象に、週 1回又は月 1回、地域公共交通を利

用するきっかけとして、ノーマイカーデーを実施するもの。 

なお、当面は市職員を対象に推進する。 
③ 地域公共交通に関する情報を定期的に発信するとともに、市民の地

域公共交通に対する意識啓発を目的として、地域公共交通だよりを発

行するもの。 

実施主体 上天草市、交通事業者、地域住民 

事業実施の 
適切性 

Ｃ 
① 新型コロナウイルス感染症防止の観点から未実施。 

② 同上 
③ 公共交通の利用促進のため、ダイヤ等の周知を図ったもの。 

目標・効果 
達成状況 

Ｃ 

① 座談会等が実施できず、目標未達成であった。 

② 例年市役所では、週１回ノーマイカーデーが設けられていた

が、今年度は新型コロナウイルス感染症防止の観点から未実施

であったため、目標未達成であった。 

③ 地域公共交通だよりは発行できなかったが、路線バスの時刻

表を行政区に配付し、路線バスの利用向上を図った。（配付数 

176 行政区） 

主な取組 
① なし 

② なし 

③ 路線バス時刻表を市ＨＰで掲載するとともに、各行政区に配付。 

事業の今後の 
改善点 

・座談会等は、新型コロナウイルス感染症の感染状況をみながら、実施す

る。 
・地域公共交通だより等を発行し、市民に対し、公共交通の利用状況等に

ついて細目に情報発信を行っていく。 
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項目６ 

基本方針 記「１（３）」 地域公共交通の利用促進及び需要創発 

目標 記「２（５）」 観光客などの地域公共交通の利便性向上 

評価指標 ①  路線バスを活用した観光施策の件数 3 件（令和 3 年度） 

事業概要 

 観光客をターゲットとした地域公共交通体系の構築や観光関係機関と連

携した路線バスを活用した観光需要の取り込みに向けたニーズ調査を実施

し、地域公共交通の利便性増加を図ることで、観光客などの地域公共交通

の利用増加を目指すもの。 

実施主体 上天草市、地域関係者（観光施設、商業施設等）、交通事業者 

事業実施の 
適切性 

Ｃ 
観光需要の取り込みに向けた取組を検討するに当たり、その準備

として、観光客の移動手段や行き先などを調査する必要があるが、

観光関係機関との協議ができなかった。 

目標・効果 
達成状況 

Ｃ 
観光客の移動手段や行き先などが把握できず、既存の地域公共交

通の活用検討に至らず、目標未達成であった。 

主な取組 なし 

事業の今後の 
改善点 

観光客の移動手段及び行き先などを調査（観光関係機関への聞取りなど）

するとともに、既存の地域公共交通を活用した観光プランの創設について、

先進地の事例を研究する必要がある。 

 

項目７ 

基本方針 
記「１（４）」 市民と一体となり持続可能な地域公共交通に関する仕組み

の構築 

目標 記「２（６）」 地域公共交通に関する新たな仕組みづくり 

評価指標 ① 地域と連携した利用促進の実施件数 1 件 

事業概要 
 地域で開催されるイベント等と連携し、地域公共交通の利用促進を目的

としたキャンペーンを実施するもの。 

実施主体 上天草市、交通事業者、地域住民、その他関係者 

事業実施の 
適切性 

Ｃ 
新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが少なく、イベ

ントと利用促進に係る取組とのマッチングが調整できなかった。 

目標・効果 
達成状況 

Ｃ 
利用促進に係る取組がイベントとマッチングできず、目標未達成

であり、意識改善が図れなかった。 

主な取組  なし 

事業の今後の 
改善点 

・高齢者等ターゲットを明確にし、バス、乗合タクシー、交通系ＩＣカー

ド利用の仕方など、利用促進策を講ずる必要がある。 
・福祉部門など、関係機関と連携した取組を検討する。 

 

17



  令和４年度予算（案）について

●収　入

当初

１負担金 １負担金 １負担金 １市負担金 7,662,500

２補助金 １補助金 １補助金 １補助金 1,237,500

３繰越金 １繰越金 １繰越金 １繰越金 1,305,086

４諸収入 １諸収入 １雑入 １雑入 14

10,205,100

●支　出

当初

１報酬 140,000

２費用弁償 71,000

3消耗品費 10,000

１消耗品費 15,000

２役務費 15,000

２事業費 １事業費 １事業費 １委託料 9,900,000

３予備費 １予備費 １予備費 １予備費 54,100

10,205,100

目 節

予算額

令和４年度上天草市地域公共交通活性化協議会　予算書（案）

１運営費

令和３年度からの繰越

預金利息

１会議費

目

上天草市負担金

国土交通省所管令和４年度地域公共交通調査事
業（計画策定事業）補助金

款      項　　　　 算　　出　　根　　拠

　　項　　　　

合　　　　計

１会議費

上天草市地域公共交通計画策定支援業務委託

委員費用弁償５人×４回

委員報酬５人×４回

（単位：円）

（単位：円）

１事務費

節

２事務費

合　　　　計

コピー用紙代　他

算　　出　　根　　拠

会議準備品

予算額

款

・通知等発送用通信費
・振込手数料　他

議案第５号
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令和４年度取組（案）について 

 

１ 上天草市地域公共交通網形成計画に基づく事業の実施に係る連絡調整等 

上天草市地域公共交通活性化協議会は、地域公共交通計画の作成に関する協

議及び上天草市地域公共交通網形成計画（以下「形成計画」という。）に基づ

く事業の実施に係る関係機関、交通事業者等との連絡調整を行い、事業実施の

充実を図る。 

なお、市では、形成計画に基づき、バスやの乗合タクシーの利用促進のため、

以下の事業に取り組んでいるところ。 

【形成計画に基づく市の取組】 

１ 地域公共交通網の見直し 

上島地域における地域公共交通について、路線バスの廃止又は減便を視野に入れ、その代

替交通を交通事業者及び関係機関と協議・検討を行い、地域住民から意見等を徴取しなが

ら、今後の地域公共交通の方針を決定する。 

大矢野地区において、地域住民の意見等を徴取し、路線バス（ＳＵＮまりんバス）の運行

見直し等の検討を行う。  

２ 運転免許返納者への交通系 ICカードの無料配付 

市では、令和元年度から免許返納者に対し、交通系 IC カードを無料で配付し、バスの利

用促進を図っており、令和４年度も引き続き実施する。 

また、乗合タクシーの利用促進に係る取組についても、先進地の事例などを研究し、検討

する。 

３ 地域公共交通座談会の実施 

乗合タクシーの利便性向上又は導入に当たり、対象地区にて座談会を実施する。令和４年

度は、大幅な地域公共交通の見直しを検討していることから、全町にわたり対象地区住民よ

り意見を徴取する。 

４ バスや乗合タクシーの乗り方教室の実施 

高齢者や保育園児等を対象とし、産交バスに協力のもと、交通系ＩＣカードの利用方法や

バスへの乗り方教室を実施する。 

また、乗合タクシーの利用方法については、チラシを配布し、周知する。 

５ 路線バスとしてのスクールバスの活用 

スクールバスと路線バスの運行が重複している大矢野町上地区において、路線バスの代

替としてのスクールバスの活用の可否について、教育委員会と協議する。 

６ 地域公共交通だよりの発行 

路線バス及び乗合タクシーのダイヤの改正や、利用実績、今後の地域公共交通における取

組など、地域公共交通に関する情報を市ＨＰや行政区回覧等で発信する。 

議案第６号 
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２ 上天草市地域公共交通計画の作成 

市では、現行の公共交通に関するマスタープランの形成計画が令和４年度

をもって期間満了を迎えることから、新たなマスタープランを策定する必要

がある。新たなマスタープランとなる上天草市地域公共交通計画の策定に当

たっては、上天草市地域公共交通活性化協議会が実施主体となり、人口減

少、高齢者の運転免許の返納の増加、運転手不足の深刻化、公共交通を確

保・維持するための公的負担の増加等を踏まえ、形成計画を検証した上で、

関係機関、交通事業者等と協議し、地域の暮らしと産業を支える移動手段を

確保するための計画を作成する。 
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上天草市地域公共交通計画策定業務について 

 

  上天草市地域公共交通計画の策定に当たり、現況調査・整理をはじめ、目標

設定、施策の検討などに専門的な知識を有することから、下記のとおり専門事

業者に業務を委託するもの。 

 

記 

１ 業務概要 

（１）業 務 名 上天草市地域公共交通計画策定業務委託 

（２）履行場所 上天草市内全域 

（３）履行期間 契約締結日の翌日から令和５年３月１７日まで 

（４）予 算 額 9,900 千円（税込み） 

（５）委 託 者 上天草市地域公共交通活性化協議会 

 

２ 業務内容 

別添仕様書案のとおり 

 

３ 策定スケジュール 

現時点で想定する作業工程は以下のとおり。ただし、この作業工程は、今後

受託者が予定するものを拘束するものではない。 

 

議案第７号 
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7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）業務計画 業務計画書の作成

ア 上位・関連計画の整理

イ 基礎データの整理

ア 公共交通の現状整理

イ 形成計画の検証

ウ 公共交通利用者の現状
把握及びニーズ調査

エ 公共交通事業者、その
他関係団体へのヒアリング
調査

オ 公共交通空白地域にお
ける移動手段の検証

カ 公共交通に関する課題
の整理

ア 基本方針（将来像）、
計画目標の設定

イ 計画目標を達成するた
めの事業及び事業主体等の
提案

ウ 交通計画（素案）の取
りまとめ

エ パブリック・コメント
手続の実施支援

オ 交通計画書及び交通計
画（概要版）の案の取りま
とめ

協議会 計画内容の確認等

打合せ 受託者との打合せ

実施項目

（２）概況整理

（３）現状分
析・課題の整理

（４）交通計画
の策定
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上天草市地域公共交通計画策定業務委託仕様書 

 

本仕様書は，上天草市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

が実施する上天草市地域公共交通計画策定業務委託について、必要な事項を定

める。 

 

１ 業務名  

上天草市地域公共交通計画策定業務委託 

 

２ 業務の目的  

全国的に自家用車への依存の高まりや人口減少が進む中、バス等の公共交通

機関の利用者が減少し、交通事業者や自治体の財政負担が増加するとともに、

路線バスの減便又は廃止など、公共交通事業を維持していくことは年々厳しさ

を増している。 

上天草市においても例外ではなく、誰もが移動しやすい交通手段を確保する

ことは、個人の自立した生活を支え、まちづくりや地域社会の活性化へ非常に

重要な課題となっている。 

本業務は、令和４年度に期間満了を迎える上天草市地域公共交通網形成計画

（以下「形成計画」という。）に替わり、路線バス、コミュニティバス、乗合

タクシーなどの既存の地域公共交通を見直し、地域の特性を考慮した地域公共

交通を検証するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９

年法律第５９号）第５条第１項に基づき、上天草市の地域公共交通のマスター

プランとなる上天草市地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）を策定

するものである。 

 

３ 業務対象区域  

上天草市内全域 

 

４ 履行期間  

契約締結日から令和５年３月１７日（金）まで 

 

５ 業務内容 

（１） 業務計画 

本業務の目的を十分に考慮し、合理的かつ着実に作業を進めるため、業

務の実施方法、工程、体制等を記載した業務計画書を作成すること。 

（２） 概況整理  
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ア 上位・関連計画の整理 

交通計画を策定する上で反映すべき上位・関連計画の内容を整理し、

交通計画との整合を図ること。 

イ 基礎データの整理 

交通計画を策定するための基礎データとして活用するため、国勢調査

等の各種統計調査等を活用しながら、上天草市の地理的状況、人口・世

帯の状況、行政・文化・観光・福祉等各種施設の立地状況や公共交通の

利用状況を整理すること。 

（３） 現状分析・課題の整理  

ア 公共交通の現状整理 

（ア） 上天草市内で運行している路線バス、タクシー、コミュニティ

バス、乗合タクシー等の公共交通について、その運行状況、乗降客

数の推移等を整理すること。 

（イ） 路線バスについては、上天草市から市域外へ運行している路線

についても、上記と同様に整理すること。 

（ウ） バス停上屋の設置状況や老朽化の状況、バス車両のバリアフリ

ー化の状況等を整理すること。 

（エ） 民間事業者による福祉輸送や病院など多様な送迎サービスの運

行状況について、調査及び整理すること。 

イ 形成計画の検証 

形成計画に位置付けている施策・目標等について進捗状況等を把握す

るとともに、背景にある問題点・課題を明らかにし、交通計画への反映

方法などを検証すること。 

ウ 公共交通利用者の現状把握及びニーズ調査 

市民等の移動の状況や公共交通の利用実態、ニーズ及び既存サービス

に対する利用者の評価を把握するためのアンケート調査等を実施する

こと。 

エ 公共交通事業者、その他関係団体へのヒアリング調査 

（ア） 公共交通に関する課題を詳細に把握していると考えられる市内

の公共交通事業者に対するヒアリングを実施すること。 

（イ） 交通計画を策定に当たり、意見が必要と考える観光協会や商工

会などの関係団体への公共交通に関するヒアリングを実施するこ

と。 

オ 公共交通空白地域における移動手段の検証 

郊外や山間部などに点在する公共交通が通らない空白地域における

移動手段の方向性を検証すること。 
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カ 公共交通に関する課題の整理 

上記アからオまでの現状整理の内容を受け、上天草市の公共交通に関

する課題を以下の視点により分析し、整理すること。 

 人口減少に対応した公共交通網の維持確保 

 商業施設、観光施設、医療機関、学校等各拠点を活用した新たな公

共交通網の整備 

 交通弱者対策 

 周辺地域との連携 

 路線バス等の既存の公共交通における利用改善策 

 新たな利用促進策 

 新たなテクノロジーの活用 

 最適な運行形態 

 その他の視点（まちづくりと公共交通がもたらす便益との整合性 

など） 

（４） 交通計画の策定  

ア 基本方針（将来像）、計画目標の設定 

（ア） 課題、問題に対応するための地域公共交通の将来像（基本方針）

を設定するとともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明確化

し、取組の方向性を提案すること。 

（イ） 上記（ア）の地域公共交通の将来像（基本方針）の設定に当た

っては、まちづくりや観光振興、高齢者福祉、子育て支援などの様々

な視点を含めること。 

（ウ） 計画目標については、基本方針に即した定量的な目標（数値目

標・評価指標等）を設定し、目標の年次や設定理由を提案すること。 

イ 計画目標を達成するための事業及び事業主体等の検討 

（ア） 計画目標を達成するために実施すべき年度ごとの事業及びその

事業主体・実施時期等を提案すること。 

（イ） 目標達成状況の評価を行うために実施する調査や評価時期、見

直し時期等を提案すること。 

ウ 交通計画（素案）の取りまとめ 

これまでの内容を踏まえて、令和４年１２月２３日（金）までに交通

計画(素案)を作成すること。 

エ パブリック・コメント手続の実施支援 

令和５年１月に予定しているパブリック・コメント手続の実施に当た

り、上天草市のホームページ掲載用の資料作成、意見の集約、回答作成

に当たっての助言、及び交通計画（素案）への反映等を行うこと。 
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オ 交通計画書及び交通計画（概要版）の案の取りまとめ 

パブリック・コメント手続結果を踏まえて、交通計画書（案）及び交

通計画（概要版）（案）を作成すること。 

（４） 協議会の運営支援 

交通計画の策定に向けて開催される協議会（３回程度）において、会議

用資料の作成、資料説明（会議出席）、議事録の作成等の運営支援を行うこ

と。協議会の委員報酬、会議用資料印刷費用等は協議会が負担する。 

（５） 協議会事務局との打合せ 

必要に応じ、協議会事務局との打合せを実施すること。 

 

６ 成果品 

（１） 上天草市地域公共交通計画 １部（仕様：Ａ４版、カラー） 

（２） 上天草市地域公共交通計画（概要版） １部（仕様：Ａ３版、カラー） 

（３） 業務報告書（各種調査集計・分析結果及びその関係資料）一式 

（４） 上記（１）～（３）を記録した電子媒体（ＣＤ－Ｒ）一式 

※電子媒体については（１）から（３）それぞれをＰＤＦ及び加工可能

なデータ形式（ワード、エクセル等）で作成し、提出すること。 

 

７ 成果品の提出先  

協議会事務局（上天草市役所企画政策部企画政策課内） 

 

８ 成果品の帰属  

本業務における成果品は、全て協議会に帰属するものであり、協議会の許可

なく複写、複製又は第三者に提供してはならない。 

 

９ 検査 

成果品については、完成後、協議会事務局の検査を受けることとし、検査、

合格の承認を得て、成果品の引渡しを行うこと。 

 

１０ 支払方法 

業務終了後、国からの補助金受入れ後に一括払いとする。 

 

１１ その他  

（１） 受託者は、本業務の実施に当たり、本仕様の定めるもののほか、関連

する法令等を遵守すること。 

（２） 受託者は、業務の遂行に当たり、技術を最大限発揮できるよう努める
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とともに、必要と考えられる場合においては、本仕様書に定められていな

い内容であっても積極的に提案を行うこと。 

（３） 受託者は、業務の遂行において、本仕様書に明記のないものであって

も、必要と認められる事項については、協議会と協議の上、原則として受

託者負担により実施するものとする。 

（４） 受託者は、業務上知り得た個人情報、その他秘密事項を他人に漏らし、

又はその他の目的に利用してはならない。業務終了後も同様とする。 

（５） 受託者は、業務内容の全てを一括して第三者に委託することはできな

い。ただし、業務内容の一部を再委託したい場合は、あらかじめ協議会の

承認を得ること。 

（６） 受託者は、新型コロナウイルス感染症対策に十分に配慮して業務を遂

行すること。 

（７） この仕様書に定めがない事項及び仕様書について疑義が生じた場合は、

別途協議するものとする。 
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